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「屋根や屋上に設備や鉄塔などを設置する場合に

は専門家にご相談を」の配布について 
 

 
 

 
 
 平素より建築行政・住宅行政の円滑かつ適切な運用にご尽力頂き、感謝いたしま

す。 
 標記について、当課では、建物所有者に既存の建築物に太陽光発電設備や携帯電

話基地局のアンテナ等を設置する際には、必要に応じて屋根等の補強等が必要とな

る場合があることをお知らせするため、別添チラシを説明会等の機会に配布してお

ります。 
 ついては、貴協議会の皆様におかれましても、本件についてご承知おきいただく

とともに、必要に応じて別添を活用して消費者等への情報提供にご協力いただきた

く、よろしくお願い申し上げます。 
 
 
 
・（別添）屋根や屋上に設備や鉄塔などを設置する場合には専門家にご相談を 

（担当） 
国土交通省 住宅局 参事官（建築企画担当）付 
                    久保 

TEL 03-5253-8111 



   

 

屋根や屋上に設備や鉄塔などを 

設置する場合には専門家にご相談を 

国土交通省住宅局参事官（建築企画担当）付  

電話：０３－５２５３－８１１１ 

建物所有者の皆様へ 

 

既存の住宅や建築物の屋根や屋上に、太陽光パ

ネルなどの建築設備や送電線・通信線等を中継す

る鉄塔、携帯電話基地局のアンテナ等を設置する

ことがあります。 

 

このような場合、設置する設備等の重量によっ

ては、住宅や建築物の構造安全性に影響を与える

可能性があります。 

 

このため、設置に当たっては、建築士などの建

築の専門家と相談するとともに、必要に応じて屋

根や屋上の補強や建物全体の耐震補強を行うな

ど、住宅や建築物の構造安全性の確保をお願いし

ます。 


